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令和  年  月  日原案  決



   守谷市議会基本条例の一部を改正する条例 

 守谷市議会基本条例（平成２５年守谷市条例第２８号）の一部を次のように

改正する。 

目次中「第１１条」を「第１２条」に，「第１２条―第１５条」を「第１３条

―第１６条」に，「第１６条―第２０条」を「第１７条―第２１条」に，「第２

１条―第２８条」を「第２２条―第２９条」に改める。 

第２８条を第２９条とする。 

第２７条中「その機能の強化に努めるものとする。」を「図書及び資料の充実

に努めるものとする。」に改め，同条を第２８条とする。 

第２６条を第２７条とし，第２１条から第２５条までを１条ずつ繰り下げる。 

第４章中第２０条を第２１条とし，第１９条を第２０条とする。 

第１８条第２項中「事業仕分けを行うものとする。」を「事業評価を行うよう 

努めるものとする。」に改め，同条を第１９条とする。 

第１７条を第１８条とし，第１６条を第１７条とする。 

第３章中第１５条を第１６条とし，第１２条から第１４条までを１条ずつ繰

り下げる。 

第２章中第１１条を第１２条とし，第６条から第１０条までを１条ずつ繰り

下げ，第５条の次に次の１条を加える。 

（災害時の議会対応） 

第６条 議会は，大規模災害から市民の生命，身体及び財産を保護し，及び市

民生活の平穏を確保するため，効果的かつ機動的な活動が図られるよう議会

としての体制の整備に努めるものとする。 

２ 大規模災害への対応についての基本的な事項は，議長が別に定める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 



 

提案理由（議員提出議案第１０号） 

 

 

 提案の理由を申し上げます。 

 本案は，議会改革推進会議で実施した，議会基本条例の見直しに基づき，条

例の改正を行うものです。 

 主な内容としましては，議会業務継続計画に関する条文の追加と，事務事業

評価及び議会図書室に関する条文の変更をするものです。 

 よろしく御審議の上，御決議のほどお願いいたします。 



守谷市議会基本条例新旧対照表 

改  正 現  行 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第３条） 

 第２章 議会及び議員の活動原則等（第４条―第１２ 

条） 

 第３章 市民と議会の関係（第１３条―第１６条） 

 第４章 議会と市長等の関係（第１７条―第２１条） 

 第５章 議会機能及び権能強化等（第２２条―第２９ 

条） 

 附則 

   第２章 議会及び議員の活動原則等 

（災害時の議会対応） 

第６条 議会は，大規模災害から市民の生命，身体及び財

産を保護し，及び市民生活の平穏を確保するため，効果

的かつ機動的な活動が図られるよう議会としての体制

の整備に努めるものとする。 

２ 大規模災害への対応についての基本的な事項は，議

長が別に定める。 

 （会派） 

第７条 （略） 

（政務活動費） 

第８条 （略） 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第３条） 

 第２章 議会及び議員の活動原則等（第４条―第１１ 

条） 

 第３章 市民と議会の関係（第１２条―第１５条） 

 第４章 議会と市長等の関係（第１６条―第２０条） 

 第５章 議会機能及び権能強化等（第２１条―第２８ 

条） 

 附則 

   第２章 議会及び議員の活動原則等 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 （会派） 

第６条 （略） 

 （政務活動費） 

第７条 （略） 

参
考
資
料

 



（政治倫理） 

第９条 （略） 

（議員定数） 

第１０条 （略） 

（議員報酬） 

第１１条 （略） 

（委員会活動の原則 

第１２条 （略） 

   第３章 市民と議会の関係 

（市民参加及び広聴機会の充実） 

第１３条 （略） 

 （広報機能の充実） 

第１４条 （略） 

 （正副議長の選挙における所信表明） 

第１５条 （略） 

 （会議の公開等） 

第１６条 （略） 

   第４章 議会と市長等の関係 

 （市長等との関係） 

第１７条 （略） 

 （市長等による政策等の説明） 

第１８条 （略） 

 （予算，決算における議会と市長等の役割） 

第１９条 （略） 

２ 議会は，決算審査の結果を予算に反映させ，市民の負 

（政治倫理） 

第８条 （略） 

 （議員定数） 

第９条 （略） 

 （議員報酬） 

第１０条 （略） 

 （委員会活動の原則） 

第１１条 （略） 

   第３章 市民と議会の関係 

 （市民参加及び広聴機会の充実） 

第１２条 （略） 

 （広報機能の充実） 

第１３条 （略） 

 （正副議長の選挙における所信表明） 

第１４条 （略） 

 （会議の公開等） 

第１５条 （略） 

   第４章 議会と市長等の関係 

 （市長等との関係） 

第１６条 （略） 

 （市長等による政策等の説明） 

第１７条 （略） 

 （予算，決算における議会と市長等の役割） 

第１８条 （略） 

２ 議会は，決算審査の結果を予算に反映させ，市民の負 



託に応えるため，事業評価を行うよう努めるものとす

る。 

 （議決事項の拡大） 

第２０条 （略） 

 （市長の専決処分事項の指定） 

第２１条 （略） 

   第５章 議会機能及び権能強化等 

 （議会改革） 

第２２条 （略） 

 （通年議会） 

第２３条 （略） 

 （議員間の自由討議） 

第２４条 （略） 

 （議員研修） 

第２５条 （略） 

 （議会事務局） 

第２６条 （略） 

 （予算の確保） 

第２７条 （略） 

 （議会図書室） 

第２８条 議会は，議員の調査及び研究に資するために設

置する議会図書室を適正に管理運営するとともに，図書

及び資料の充実に努めるものとする。 

 （見直し手続） 

第２９条 （略） 

託に応えるため，事業仕分けを行うものとする。    

   

 （議決事項の拡大） 

第１９条 （略） 

 （市長の専決処分事項の指定） 

第２０条 （略） 

   第５章 議会機能及び権能強化等 

 （議会改革） 

第２１条 （略） 

 （通年議会） 

第２２条 （略） 

 （議員間の自由討議） 

第２３条 （略） 

 （議員研修） 

第２４条 （略） 

 （議会事務局） 

第２５条 （略） 

 （予算の確保） 

第２６条 （略） 

 （議会図書室） 

第２７条 議会は，議員の調査及び研究に資するために設

置する議会図書室を適正に管理運営するとともに，その

機能の強化に努めるものとする。   

 （見直し手続） 

第２８条 （略） 


